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資 金 支 出 の パ タ ー ン 比 較
既存ネットワークの収益力を活用するパターン

機構からの資金支出方式（Ａ） ※中間整理案 新会社の内部留保利益活用方式（Ｂ） 建設後貸付料で返済方式（Ｃ）

建設スキーム 新会社 機 構 国・地方 新会社 機 構 国・地方 新会社 機 構 国・地方

（イメージ） 原則、資産 原則、資産を保有 供用中路線 原則、資産

を保有 の資産は保 を保有

料 金 収 入 料 金 収 入 有 料 金 収 入

注） （既存ネットワーク） （既存ネットワーク） （既存ネットワーク）

※約７０００ｋｍ ※約７０００ｋｍ ※約７０００ｋｍ各案とも新会社と

事業運営 事業運営 事業運営国等との厳格な契

約により、歯止めを

貸付料 貸付料 貸 付 料かけることを前提と

利 益 供 用 中する。

全額資金調達なお、既存ネット

一部資金調達 一部資金調達 （当該路線）ワーク（約７０００ｋ

※建仮の路線ｍ）の収益力（投資 （当該路線） （当該路線）

建 設 内余力）には、一定の ※建仮の路線 ※建仮の路線

資産・債務 部限界がある。

資 金 支 出 返 済 返 済 を移管 補（参考：７月３０日委

料 金 収 入 助員会資料（別紙２））

（当該路線）

建 設 建 設 事業運営

・建設後、資産は機構へ移管 当該路線

・新会社は、使用権を得て、事業運営を実施

を想定。（別紙１） 返 済

考 え 方 ◎既存ネットワークの収益力を一旦全て機構へ集約（料金収 ◎料金収入のうち新規建設に充てる分を利益として、予め新 ◎新会社が全額資金調達し、完成後、資産・債務を機構へ移管

入は必要経費を除き機構へ支払い）し、一部を機構より建 会社に留保し、全額を建設資金の全部又は一部に充当。 し、機構が、供用中路線の貸付料も内部補助として活用しつ

設資金として支出。 つ、返済。

○機構は、予め定められた方式（継承する債務総額を増加さ ○機構は、債務の返済のみを実施。 ○機構は、債務返済のみを実施。

せないとの考えのもと、一定期間実施等）により、個別路線 なお、当該路線の料金収入で債務返済が賄えない分は、供

毎に、国・地方と新会社との契約に基づき、所要の資金支 用中路線の貸付料から内部補助。

出。（別紙３）

○新会社は、自らの資金調達（当該路線の収益の範囲内）と ○新会社は、予め留保された利益（料金収入のうち、建設に ○新会社は、自ら資金調達を行い、建設を実施。

機構からの資金支出（負担）により、建設を実施。 充てるべき部分）をもって、建設を実施。ただし、建設期間 ○建設後、資産・債務は機構へ移管し、新会社は、機構へ貸付

等一定期間は、借入による資金調達が必要。 料を支払い。

○貸付料は、料金収入により利益を上げない程度に設定。 ○貸付料は、新規建設投資に充てる利益が残るように設定。○貸付料は、料金収入により、利益を上げない程度に設定。

備 考 ○現行公団方式と同様。

○料金収入の建設への活用には 新会社と国・地方で協議 ○新会社内での料金収入の建設への活用について 不透 ○機構内での貸付料収入の内部補助について、不透明の批判、 、

され、検討過程が透明。（個別路線毎に資金負担が明確） 明。 の恐れ。

○新会社に残る料金収入からの利益は少なく、法人税等によ ○利益は、法人税の対象となり、外部流失がＡ・Ｃ方式に比 ○新会社に残る料金収入からの利益は少なく、法人税等による

る外部流失は小。 べ大。 外部流失は小。

○新会社の調達部分見合い（独占的使用権）の減価償却を行 ○新会社は、Ａ・Ｂ方式に比べ、多額の資金調達が必要。（政府

うには、税法上の特例措置が必要。 保証が必須）

討議参考資料９



別紙１

新規建設路線の取扱い（貸借対照表のイメージ）

○建設完了時に、次の処理を行うこととする必要があるのではないか。

新会社 機 構

道 債務 新会社が資金調達

路 剰

資 余 機構からの資金支出

産 金

道路資産

独占的使用権

独 債務 道 （仮）

占使 剰 路 資準

的用 余 資 本備

権 金 産 金

圧縮記帳的処理

使用権 債務

（参考）既供用部分の取扱い（イメージ）

○既共用部分の資産及び債務は、全て機構へ移管。

⇒新会社（道路資産関係）の貸借対照表は、資産、負債、資本ともに０

○新会社は、貸付料を機構へ支払い。

⇒損益計算書上で処理

○法律において、独占的使用を位置付ける。（新幹線鉄道保有機構の例あり）

９－２



未定稿 

 ９－３

別紙２  

日本道路公団（高速自動車国道）の財務状況に関する試算 

                    ※第９回委員会（平成１４年７月３０日）に事務局が提出したもの 
 
【主な試算の前提】 
○２００３年度（平成１５年度）から民営化 
○新規投資はゼロと仮定。仮に２０５０（Ｈ６２）年度末以前に償還が終了する場合については、

一定の投資を行った場合の財務状況のシミュレーションを実施し、追加投資可能額を算出。 
 
 
【試算結果】 
 
（建設仮勘定あり） 
  公租公課 
  あり なし 

民営化後４４年目（2046 年４月）に償
還完了（①） 

民営化後２３年目（2025 年８月）に償
還完了（③） 

既定計画 
→追加投資可能額 ３．２兆円（②） →追加投資可能額 ２０．６兆円

（④） 

民営化後２６年目（2029 年１月）に償
還完了（⑥） 

交

通

量 

固定 2050年度末未償還額 ３．２兆円（⑤） 
→追加投資可能額 １２．１兆円

（⑦） 
 
 
（建設仮勘定なし） 
  公租公課 
  あり なし 

既定計画 
民営化後３３年目（2036年３月）に 
償還完了（⑧） 

 
交

通

量 固定 
民営化後３９年目（2041年８月）に 
償還完了（⑨） 

 

 
 注： 主な試算条件 
・ 調達金利： H１５年２％、H１６年３％、H１７年以降４％ 
・ 料金： 現行料金 
・ 減価償却方式： 一般方式 
・ 投資する場合、H１４年度の投資額を同額で H１５以降継続すると仮定。 

 



※第２０回委員会（平成１４年９月２０日）に事務局が提出したもの別紙３

中間整理のスキームのイメージ

会社による新規路線建設について

機構から会社への支出可能総額決定

民営化推進委員会で十分審議

・５０年以内で確実に債務返済
・債務を増やさない 支出可能額算定
・キャッシュフローの範囲内

○不採算路線の建設の歯止め
○機構から会社に自動的に支出

国は、まず、会社に対して個別路線
の建設の意向を確認 （仕組みは要検討）

会社の自主的判断により新規路線建設をするか概算で決定

各自の費用負担が適切なものであることを判断す
るため、例えば、外部の者を活用した仕組み等を （仕組みは要検討）
検討する必要があるか

新規路線建設に関する契約を締結

機構から会社に自動的に（義務的に）資金を支出

従って、会社と機構は同等の関係となるよう制度設計を行う。機構はあくま
でも義務的に費用を支出する機関である。

（参考）
※ 機構の必要性
・リスク負担（金利・交通量の予想外の変動・災害等）
・資金調達（借り換え）－財投資金・政府の保証
・公租公課の減免
※※機構は、極めて小規模かつ限時的組織

９－４


